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ファーストケア Ver.7 

（平成 30 年度介護報酬・診療報酬改定版）について（Vol.2） 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

平成 30 年度介護報酬・診療報酬改定に対応したファーストケア Ver.7 へのバージョンアップについて、居

宅介護支援版・包括支援版のみご利用の事業所様へご案内いたします。他エディションをご利用いただいて

いる事業所さまへのご案内は順次おこなってまいりますので、少しお待ちください。 

なお、厚生労働省の改定内容発表状況により、今回ご案内する内容が変更となる場合もございます。    

あらかじめご了承ください。 

 

  ケアマネ様に平成 30 年 4 月の利用票・提供票をお作りいただくために、 

ファーストケア Ver.7（暫定版）を 

           平成 30 年 3 月 19 日週（19 日～23 日のいずれか） 

  にご提供を開始する予定です。 

 

１．ファーストケア Ver.7 をお使いいただく準備 

  ファーストケア Ver.7 をお使いいただくために、以下の操作が必要です。ファーストケアお知らせ画面

にリリース案内が掲載されましたら、弊社ホームページのユーザーサポート情報から操作を開始してい

ただきます。詳細な手順はリリース時に、ご案内いたします。 

① ファーストケア Ver.7 をインストールします。 

② ファーストケア Ver.6 の維持管理画面でバックアップを採取します。 

③ ファーストケア Ver.7 の維持管理画面で②のデータを使って、一括移行を行います。 

④ ファーストケア Ver.7 で移行データを確認し、制度改正内容を更新します。 

 

  ※複数のパソコンでファーストケアをお使いいただいている場合は、すべてのパソコンで①ファースト

ケア Ver.7 のインストールが必要です。 

 

２．ファーストケア Ver.6 から Ver.7 へのデータ移行について 

 ①ファーストケア Ver.6 から移行する情報 

  ・職員、事業所、保険外サービス、福祉用具など各種登録情報 

  ・利用者、被保険者証、公費など利用者情報 

  ・標準アセスメント、全社協ガイドライン、包括的自立支援の各アセスメント情報 

  ・居宅サービス計画書、予防サービス計画書、経過記録などの計画書情報 

  ・ケア記録（経過記録）、業務日誌、Fax 連絡票など 

  ・ログインユーザー情報 

※データ移行後、改正内容に沿って加算など登録内容の見直しが必要です。 

       ファーストケアから重要なお知らせ ファーストケア居宅介護支援版・包括支援版 

のみご利用の事業所様へ 
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 ②ファーストケア Ver.6 から移行しない情報 

  ・平成 30 年 2 月以前の予定・実績スケジュール 

 

  ※ファーストケア Ver.6 にて平成 30 年 3 月週間形式スケジュールに登録されているスケジュールは、 

ファーストケア Ver.7 にて平成 30 年 4 月へ複写が可能です。前制度から新制度への自動変換は行わ

ず、サービス種類・サービス提供事業所名・提供時間が複写対象となります。複写後は新制度に基づ

き、スケジュールを正しく修正していただく必要がございます。 

 

※ファーストケア Ver.7 へ移行後にファーストケア Ver.6 に登録・変更・削除したデータは、ファースト

ケア Ver.7 へ自動的に反映されません。お手数ですが、必要に応じてファーストケア Ver.7 へもご登録

ください。 

 

３．3 月～５月のファーストケアご利用イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

■ヘルプデスク    ご契約時にお知らせした電話番号までお問合せください。 

■スマート伝送担当  0120-27-8117（フリーダイヤル）または 044-281-3475 

   （電話受付：弊社営業日 10:00～12:00、13:00～18:00 土日祝祭日除く） 

3/19 週 3 月下旬 ～4/10 4 月中旬 4 月下旬 ～5/10 5 月中旬 

ファーストケア Ver.6 月遅れや返戻対応のみ 

３月ご利用分の請求が終わったら、 
ファーストケア Ver.6は 

月遅れや返戻、過誤請求の場合に使います。 
再請求時などはファーストケア Ver.6で 

行いますので、動作環境を大事にしてください。 

ファーストケア Ver.7 

ファーストケア Ver.7へ移行した後は、 

ファーストケア Ver.6へは平成 30年 3月までの 

予定・実績スケジュールを入力します。 
居宅サービス計画書、アセスメントなどは 
ファーストケア Ver.7へ入力します。 

4/1～10に行う国保連請求は、 

ファーストケア Ver.6で行います。 

ファーストケア Ver.7へ移行した後は、 

平成 30年 3月までの予定・実績スケジュール 

以外は、ファーストケア Ver.7へ入力します。 

居宅サービス計画書等をファーストケア Ver.6へ 

入力しても、ファーストケア Ver.7へは反映いたし 

ません。 

5/1～10に行う国保連請求は、 

ファーストケア Ver.7で行います。 


